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Ⅰ　はじめに

　本稿は，固定資産税をめぐる紛争事例を取
り上げ，その背景を探ることを目的とするも
のである。固定資産税は，市町村にとって大
きな税源となっている⑴一方，昨今，同税の誤
徴収とそれに伴う紛争が頻発している⑵。
　固定資産税は，固定資産（土地，家屋およ
び償却資産）を課税物件とし（地税342条，

341条１号），賦課期日現在における固定資産
の所有者に対して課される税である（地税343
条１項，359条）。その課税標準は固定資産の
価格とされている（地税349条，349条の２）
ことから，一般に，固定資産税は，固定資産
の所有の事実に着目して課される財産税の性
質を有すると解されている⑶。
　判例では，「固定資産税は，家屋等の資産価
値に着目し，その所有という事実に担税力を
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（名城大学法学部教授）

第110回大会シンポジウム
地方税をめぐる法的諸問題

⑴　令和元年度の予算・地方財政計画額では，市町
村税収の40.8％を固定資産税が占めており，市町
村税の主要な税源となっている（その他，個人市
町村民税36.9％，法人市町村民税9.1％，都市計画
税5.9％，その他7.3％）。また，過去の年度をみて
もほぼ同様の割合で推移している。令和元年度の
データについて，総務省ウェブサイトhttps://
www.soumu.go.jp/main_content/000601520.pdf

（最終確認日2020年２月11日）。
⑵　日本経済新聞2019年12月１日https://www.
nikkei.com/article/DGXMZO52836670R01C19A
２NN1000/（最終確認日2019年12月２日）。
⑶　金子宏『租税法（第23版）』747頁（弘文堂，2019
年），谷口勢津夫「固定資産税の法的課題」日税研
論集46号187頁以下（2001年）191頁等。
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認めて課する一種の財産税」と解されてい
る⑷。また，「土地，家屋および償却資産の資
産価値に着目して課せられる物税」⑸としての
性質も指摘されている。
　その一方で，固定資産税は財産税であり物
税の性質を有するとしつつ，「固定資産税の課
税標準である『適正な時価』は，値上がり益
や将来の収益の現在価値を含まない，当該年
度の収益を基準に資本還元した価格によって
算定されねばならない」として，収益税的に
理解する判決もある⑹。
　また，これとは別に，「固定資産税は，土地
その他の固定資産が市町村による行政サービ
スから受ける受益に着目して，その受益の度
合を表すと認められる固定資産の価格を課税
標準とする応益原則に立脚した財産税として
の性質を有する」⑺として，応益原則に立脚し
た税であることも言及される。
　こうした固定資産税の性質論は従来からの
議論の蓄積があるが，昨今の同税をめぐる紛
争とどのような関係があるのだろうか。とり
わけ，同税の課税標準である固定資産の価格
が「適正な時価」（地税341条５号）と定めら
れていることを前提として，価格の適法性を
めぐる解釈が最高裁で近年，展開されている。
そこで本稿では，固定資産税の性質を基礎と
して，昨今の紛争とそこで示されている法的
解釈との関係性について検討したい。
　以下では，まず第Ⅱ章において，課税除外
をめぐる紛争として，非課税および減免に関
する裁判例を概観し，課税の根拠との関係に

ついて論じる。第Ⅲ章では，「適正な時価」や
固定資産評価基準をめぐる紛争を取り上げ，
最高裁の判例法理がどのように形成されてい
るかについて検証する。第Ⅳ章では，実務上
の争いが多い未経過固定資産税の取扱いに関
する事例を検討し，所得税法上の論点に加え
て，固定資産税の性質との関係からその取扱
いについて検討する。
　なお，本稿での検討を進める前提として，
固定資産税の性質として挙げられる税の性質
を整理しておく⑻。まず，財産税とは，「財産
の所有という事実に着目して課される租税」
をいい，収益税とは，「ある人の所有する生産
要素からもたらされる収益を対象として課さ
れる租税」と説明される。この区別は，担税
力の標識に着目するものである。また，物税
とは，「主として物的な側面に着目して課され
る租税」とされている。なお，応益原則とは，
応能原則に対置され，地方団体からの受益を
基礎として課税するというものであるが⑼，課
税の根拠論としては妥当するものの，租税負
担の配分基準としては妥当しえないとの指摘
がある⑽。

Ⅱ　課税の根拠と課税除外をめぐる紛争

１　概要

　地方税法348条１項は，「市町村は，国並び
に都道府県，市町村，特別区，これらの組合，
財産区及び合併特例区に対しては，固定資産
税を課することができない。」として，人的課

⑷　最判昭和59年12月７日民集38巻12号1287頁。
⑸　最判昭和47年１月25日民集26巻１号１頁。
⑹　東京高判平成14年10月29日判時1801号60頁。
⑺　大阪地判平成11年２月26日判タ1026号114頁。
⑻　以下の説明につき，金子・前掲注⑶16頁以下。

⑼　原田淳志＝内藤尚志＝平井伸治『地方税Ⅱ』209
頁（ぎょうせい，1999年）。
⑽　田中治「住民税の法的課題」日税研論集46号99
頁以下（2001年）106頁。ただし，同論稿は住民税
に関する検討の中でこのような指摘を行っている。
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税除外を定めている。また同条２項各号所定
の固定資産については，固定資産税を課さな
いと定めている。これは，固定資産の用途に
着目して，公用または公共の用に供している
ことを理由とする非課税措置である⑾。
　また，非課税とは別に，「市町村長は，天災
その他特別の事情がある場合において固定資
産税の減免を必要とすると認める者，貧困に
因り生活のため公私の扶助を受ける者その他
特別の事情がある者に限り，当該市町村の条
例の定めるところにより，固定資産税を減免
することができる。」（地税367条）として，減
免措置を講じることができると定めている。
　非課税と減免とを併せて「課税除外」と称
することができるが⑿，非課税は「税を課すこ
とができない」と定めているとおり，課税対
象からそもそも除外することを指すのに対し
て，減免は，課税主体が法令および条例の定
めるところにより，いったん課税権を行使し
た後において，その税額の全部または一部を
免除するという効果に違いがある⒀。また，前
者が非課税とされる固定資産税の範囲を法律
上列挙し，その理由を公共性ないし公益性に
限定しているのに対して，後者は減免とする
対象を条例により具体化することを要求する
とともに，その事由を「特別の事情」に限定
している点⒁にも違いがみられる。
　以下，非課税および減免をめぐる裁判例を
概観し，その検討を通じて固定資産税の課税

の根拠について考えてみたい。

２　非課税⒂

⑴　動物の納骨施設
　宗教法人である原告・控訴人が，動物の遺
骨の保管施設について，３号所定の「宗教法
人が専らその本来の用に供する宗教法人法第
３条に規定する境内建物及び境内地」に該当
し非課税である旨を主張して争った事例であ
る。
　第一審の東京地裁平成18年３月24日判決⒃

は，３号の趣旨として「宗教法人の持つ社会
的意義等」を挙げつつも，非課税措置が特定
の団体に対する優遇措置としての性格を有す
ることから租税負担の公平の観点をも考慮し
た上で，同号の適用を限定的に判断すべきと
の解釈を示している。そして，動物の遺骨の
保管等についての法的な扱いや社会的評価，
さらにイコール・フッティング論を前提とし
て，動物の遺骨の保管行為を原告の固有の宗
教目的活動と評価することはできないとして
非課税取扱いを否定している。
　これに対して，控訴審の東京高裁平成20年
１月23日判決⒄は，３号にいう非課税とされる
境内建物および境内地とは，「宗教法人が，専
らその本来の用に供し，宗教の教義をひろめ，
儀式行事を行い，及び信者を教化育成するた
めに必要な当該宗教法人の固有の境内建物及
び境内土地をいうもの」と述べている。そし

⑾　碓井光明『要説　地方税のしくみと法』180頁
（学陽書房，2001年）。
⑿　参照，金子・前掲注⑶759頁以下。
⒀　原田ほか・前掲注⑼258頁。
⒁　碓井・前掲注⑾62頁。
⒂　本節では，地方税法348条２項各号所定の非課税
規定の該当性が争われた事案をみるため，条文の

表記において号のみを記載する場合は同条同項の
規定を示している。また，以下の裁判例は，同項
各号の順序で紹介する。ただし，同項ただし書き
所定の要件については，論述の便宜上，最後に紹
介する（後掲２⑹）。
⒃　裁判所ウェブサイト，TAINS�Z999-8136。
⒄　裁判所ウェブサイト，TAINS�Z999-8193。
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て，同号の適用に当たっては，「当該境内建物
及び境内地の使用の実態を，社会通念に照ら
して客観的に判断すべき」と述べた上で，控
訴人が江戸時代の開創以来，動物の供養を長
年にわたって行っており，地域住民からも認
知されている使用実態が認められることから，
非課税該当性を認める判断を示している。
　この事案で問題となった論点として，①非
課税該当性判断において，イコール・フッテ
ィング論をどの程度考慮すべきか，②法人税
法上の収益事業に該当することとの関係で固
定資産税の非課税該当性をどのように考える
か，ということが挙げられる。
　第一審は，①については，「原告が行う動物
の遺骨の保管行為及び動物供養の諸行事が，
原告の宗教活動に関連するからといって，こ
れを直ちにその固有の宗教目的活動に該当す
るというのは適当ではなく，その実態がどの
程度世俗的活動と異なる特徴を持っているの
かという観点から，更に検討を加える」とし
て，「原告による動物の遺骨の保管行為が，民
間事業者の行っている動物霊園事業と異なる
顕著な宗教的特徴を有しているとはいえず，
むしろ，これと類似していることも否定でき
ない」と述べている。これに対して，控訴審
は，納税義務者たる控訴人の動物の安置保管
には民間業者との相違が認められると述べて
いるが，そもそも同判決は，民間業者との競
合性自体を非課税該当性判断に当たって考慮
しているわけではなく，民間業者が行う営利
事業との類似性が認められるかどうかを検討
して，３号所定の非課税の対象となる境内建
物および境内地に当たるかどうかを判断して
いると考えられる。
　前述のように，非課税とは納税義務を発生
させず，課税対象から除くというものである

ため，その適用に当たって公平性を考慮すべ
きことは一般論としては支持しうる。しかし
ながら，地方税法自体が非課税と扱うことを
認めて要件を定めている以上，その適用に当
たっては要件適合性を第一に検討すべきであ
る。イコール・フッティング論は，宗教法人
を含む公益法人等が民間業者と競合する場合
に，公平の観点から課税を行うべきとするも
のであるが，３号の要件はあくまでも「宗教
法人が専らその本来の用に供する」ことであ
るため，民間業者との競合性を強調する解釈
は妥当ではないというべきだろう。
　また，②の法人税法上の取扱いとの関係に
ついては，公益法人等が収益事業によって得
た所得についてのみ課税対象とし，原則非課
税としている趣旨は，公益法人等の公益性と
利益が特定個人に帰属しないという性質によ
るものと解されている⒅。このことと地方税法
上の固定資産税の非課税措置の趣旨は異なる
ものであることから，控訴審判決が述べるよ
うに，法人税法上の収益事業に当たるという
ことが直ちに３号所定の非課税該当性を否定
すると解すべきでない。

⑵　宗教法人の境内地
　東京地裁平成28年５月24日判決⒆も，上記⑴
と同様に，原告が所有する土地および建物が
３号の非課税要件に該当するかどうかが争わ
れたものである。
　判決は，３号の趣旨として，「信教の自由
や，宗教法人の持つ社会的意義等を考慮した

⒅　三木義一編著『よくわかる法人税法入門（第２
版）』21〜23頁［藤本純也執筆］（有斐閣，2015年）
参照。
⒆　判タ1434号201頁。
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ほか，上記〔筆者注：３号所定〕の固定資産
については一般的にみて担税力を見出すこと
ができないことをも勘案したもの」と述べて
いる。そして，３号所定の要件の該当性判断
について，次のように判示している。
「〔１〕当該宗教法人にとって，宗教の教義
をひろめ，儀式行事を行い，信者を教化育
成するという主たる目的のために必要な，
本来的に欠くことのできない建物，工作物
及び土地で，同条各号に列挙されたような
ものであり，かつ，〔２〕当該宗教法人が，
当該境内建物及び境内地を，専ら，宗教団
体としての主たる目的を実現するために使
用している状態にあるものをいうと解すべ
きであり，当該要件該当性の判断は，当該
建物及び土地の実際の使用状況について，
一般の社会通念に基づいて外形的，客観的
にこれを行うべきである。」
　これに基づき，判決は，非課税対象外とな
った部分について，原告の宗教目的活動のた
めに使用していないとはいえないが，当該目
的のために必要不可欠とは言い難いことなど
を理由として，非課税対象外とした取扱いを
肯定している。この判決は，イコール・フッ
ティング論には言及せず，３号所定の「専ら
その本来の用に供する」という文言の解釈か
ら，その該当性を否定したものとみることが
できる。

⑶　公共の用に供する道路
　この事案では，商店街内の通路が，５号所
定の「公共の用に供する道路」に該当するか
どうかが争われている。
　５号の非課税規定の趣旨については，第一
審（福岡地判平成26年３月７日⒇）と控訴審
（福岡高判平成26年12月１日�）はともに政策

目的によるものと位置づけている。第一審判
決の述べるところは必ずしも明確ではないが，
控訴審判決は，私有地であっても「公共の用
に供する道路」を非課税とする趣旨として，
「何らの制約なく不特定多数のいわゆる一般公
衆の利用に供され，公の行政目的が達成され
ている場合にまで，財産税である固定資産税
を賦課徴収するのは適当ではないということ」
と解している。
　本事案は，非課税該当性が争われた通路部
分（本件各通路）について，第一審では肯定
されたものの，控訴審ではそれを否定する判
断が示されている。両判決において結論を分
けたポイントは，本件各通路上に建物が存在
しており，本件各通路が同建物の敷地として
利用されているという事実の評価である。第
一審判決は，本件各通路がなくても上記建物
の建築が可能であるとして，原告は本件各通
路から具体的な利益を得たとは認められない
と判示している。これに対して，控訴審判決
は，仮に本件各通路が道路であるとすれば，
建築基準法上の違法建築物となり，是正措置
命令の対象となりうることから，本件各通路
が上記建物の敷地として利用できているのは，
道路法上の道路としての制限を受けないこと
の証左である旨述べている。
　こうした判断の相違は，両判決における「公
共の用に供する道路」という要件の解釈に基
因すると考えられる。第一審判決は，「公共の
用に供する道路」とは，「所有者が一般的な利
用について何等の制約を設けず開放されてい
る状態であることに加えて，当該道路への連
絡状況，周囲の土地の状況等からみて，専ら，

⒇　判自296号35頁。
�　判自396号23頁。
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不特定多数人の用に供される性格を有するも
のをいう」と解している。また，「『公共の用
に供する』という文言は，専らその利用の実
態に着目した文言であり，『受益の可能性がな
い』ことがその要素であるとまでは解するこ
とができず，受益の観点は，専ら不特定多数
人の用に供されているか否かを判断するにあ
たって考慮すれば足りるというべき」とも述
べている。
　これに対して控訴審判決は，原則として道
路法の適用を受ける道路であるとしつつ，
「〔１〕所有者において一般利用について何ら
の制約を設けず（開放性），〔２〕不特定多数
人の利用に供されており（公共性），〔３〕『道
路法にいう道路に準ずるもの』と認められる
もの（準道路性）も含まれると解される」と
述べている。そして，「道路法にいう道路に準
ずるもの」と認められるためには，「所有者に
よる私権の行使が制限され，自由に使用収益
することができず，受益の可能性がないこと
を要するというべきである。」との解釈を示し
ている。
　このように，両判決の「公共の用に供する
道路」という要件の解釈はほぼ同様であるも
のの，受益の可能性をどのように考慮するか
によって判断が分かれたとみることができる。

⑷　ため池上のデッキプレート
　同事案では，町会（自治会）が所有する土
地が，６号における「公共の用に供するため
池」に当たるかどうかが争われている。この
土地は，水面上にデッキプレートが構築され
て建物が建築され，宅地として利用されてい
る。
　大阪地裁平成20年２月29日判決�は，６号の
規定について次のように解釈している。

「地方税法348条２項６号にいう『公共の用
に供する』とは，何らの制約を設けず，広
く不特定多数人の利用に供することをいい，
同号にいう『ため池』とは，耕地かんがい
用の用水貯溜池をいうものと解される。そ
して，……本件各土地がため池として公共
の用に供されていたといえるためには，本
件各賦課期日において，本件各土地が客観
的にみて耕地かんがい用の用水貯溜池とし
ての機能を果たし得る状態にあっただけで
は足りず，その貯溜水が現実に広く不特定
多数人の耕地かんがいの用に供されていた
ことが必要であるというべきである。」
　そして，認定事実に基づき，同土地の一部
については，客観的にみてため池としての機
能を果たしうる状態であり，現実に不特定多
数人の耕地かんがいの用に供されていたこと
から，６号所定の要件に該当し，固定資産税
を課すことはできないとする一方，他の部分
については，現実に不特定多数人の耕地かん
がいの用に供されていたものとは認めがたい
として，非課税とすることはできないと判示
している。
　なお，控訴審の大阪高裁平成平成20年11月
25日判決�は，認定事実の一部を変更し，第一
審で課税対象と判断された部分についても，
現実に耕地かんがいの用に供されていたもの
として，６号所定の要件に該当し固定資産税
を課すことができないと判示している。
　本事案の判断のポイントは，「現実に不特定
多数人の用に供されていた」かどうかという
点に認められる。

�　判タ1281号193頁。
�　裁判所ウェブサイト，TAINS�Z999-8261。
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⑸　病院施設
　大阪地裁平成18年３月23日判決�は，原告が
運営する病院の不動産等が，12号（平成15年
法律第９号による改正前のもの）所定の「直
接その研究の用に供する固定資産」に該当す
るかどうかが争われたものである。
　大阪地裁は，同号について，「民間学術研究
機関がわが国の学術及び産業の振興上重要な
使命を有することにかんがみ，これに対し財
政的援助を行い，学術の研究の遂行を容易に
することを目的として規定されたものである
（民間学術研究機関の助成に関する法律１条参
照）。」と述べている。
　そして，「このような法の趣旨に照らせば，
同号の『学術研究のため直接その研究の用に
供する固定資産』とは，常態として学術研究
の目的に供する固定資産及びそれを物理的又
は機能的に維持管理するために通常必要とさ
れる固定資産をいうものと解するのが相当で
ある。そして，いかなる施設がこのような固
定資産に該当するか否かは，当該研究機関が
研究対象とする学術の内容や研究方法などを
考慮した上で，個別具体的に判断すべきであ
る。」と判示し，認定事実に基づいて，原告が
運営する病院の不動産等につき，常態として
臨床医学研究の用に供している施設を維持管
理するために通常必要とされる固定資産と認
められる部分について非課税とするとの結論
を示している。なお，控訴審の大阪高裁平成
19年６月26日判決�も第一審判決を支持する
判決を示している。

⑹　「有料」の意義
　地方税法348条２項は，「次に掲げる固定資
産に対しては課することができない。」とし，
同項１号は「国並びに都道府県，市町村，特

別区，これらの組合及び財産区が公用又は公
共の用に供する固定資産」を非課税物件とし
て掲げている。また，同条２項ただし書きは，
「固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に
掲げる固定資産として使用する場合には，当
該固定資産の所有者に課することができる。」
と定めて，非課税とは取り扱わないことがで
きる旨を定めている。このただし書きの趣旨
は，所有者が有料で貸し付けている場合には
一定の収入を得ていることから，所有者に納
税義務を課すこととしても，所有者の負担に
ついて特別配慮をする必要がないためと解さ
れている�。
　A市は，市民の利用に供するテニスコート，
少年野球場およびゲートボール場を設けるた
め，所有者に報償費を支払って土地を借り受
けたが，この報償費の金額は，同土地の通常
の賃料および同土地に課される固定資産税の
額よりも低額であった。地方税法348条２項た
だし書きを受けたA市条例では，固定資産を
有料で借り受けている場合は固定資産税を課
すと定めていたところ，A市長は同土地を地
方税法348条２項１号に当たるとして，固定資
産税を賦課しないとの措置をとった。これに
対して，同市長は固定資産税の賦課を怠った
として，同市の住民が住民訴訟（自治242条の
２第１項４号）により，この非課税措置の是
非を争った。
　A市長は，348条２項ただし書きの趣旨は，
「無料で固定資産の提供を受けた者がこれを同
項各号所定の非課税用途に供している場合に

�　判タ1208号133頁。
�　裁判所ウェブサイト。
�　原田ほか・前掲注⑼234頁，碓井・前掲注⑾181
頁。
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は，その固定資産の所有者自らが，いわば犠
牲的精神でもってそれを非課税用途に供して
いるということができるので，その固定資産
に対しては固定資産税を課さないこと」と解
し，「固定資産を有料で借り受けた」とは，所
有者が固定資産税より高額の使用料を得てい
る場合をいうものと解すべきと主張した。
　これに対して，最高裁�は次のように判示
し，本件は「固定資産を有料で借り受けた」
場合に当たると解している。
「法三四八条二項は，そのただし書におい
て，固定資産を有料で借り受けた者がこれ
を同項各号所定の固定資産として使用する
場合には，本文の規定にかかわらず，固定
資産税を右固定資産の所有者に課すること
ができるとしているところ，ここでいう『固
定資産を有料で借り受けた』とは，通常の
取引上固定資産の貸借の対価に相当する額
に至らないとしても，その固定資産の使用
に対する代償として金員が支払われている
ときには，これに当たるものというべきで
ある。」
　この判示は，348条２項ただし書きが課税す
ることができる

4 4 4

と定めており，課税権者に課
税するかどうかの裁量を認めていることから，
A市長が主張するように，非課税措置をすべ
て所有者の犠牲的精神を根拠に導くことはで
きず，同項各号所定の非課税措置は，公共用
地の確保という政策目的のために非課税とし
たものとの理解を前提にしていると考えられ

る�。そして，「有料」の意義を固定資産税額
を超える金員の支払いを受けた場合を指すと
する見解は，固定資産から固定資産税額を超
える収益が生み出されることを前提としたも
のであり，固定資産税額を下回る金員が支払
われている場合は，本来の収益相当額を得て
いない，すなわち，所有者の犠牲的精神によ
り固定資産を提供していると解することにな
る�。固定資産税の性質を収益税とみる場合に
はかかる理解も成り立ち得ようが，財産税と
理解するならば，固定資産の使用に対する代
償である場合は「有料」に当たると解するこ
とになる。したがって後者の見解は，「有料」
という文理に忠実な解釈といえる�。
　本判決は，「有料」の意義について，固定資
産税の財産税としての性質を前提として解釈
を行ったといえよう�。

３　課税の減免

　課税の減免については，地方税法367条が
「市町村長は，天災その他特別の事情がある場
合において固定資産税の減免を必要とすると
認める者，貧困に因り生活のため公私の扶助
を受ける者その他特別の事情がある者に限り，
当該市町村の条例の定めるところにより，固
定資産税を減免することができる。」と定めて
いる。これを受けて，各地方団体では「その
他特別の事情がある者」として「公益のため
に直接専用する固定資産」について固定資産
税の減免の対象としているケースが多くみら

�　最判平成６年12月20日民集48巻８号1676頁。な
お，第一審・東京地判平成４年３月19日判タ791号
139頁，控訴審・東京高判平成４年10月７日判タ
803号220頁も，この点に関して同旨の判断を示し
ている。

�　千葉勝美「判解」最高裁判所判例解説民事篇平

成６年度668頁以下（1997年）678頁。
�　千葉・前掲注�679頁。
�　櫻井敬子「判批」租税判例百選［第４版］179頁
（2005年）。
�　千葉・前掲注�679頁，柴由花「判批」租税判
例百選［第６版］183頁（2016年）。
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れる（例えば，東京都都税条例134条１項２号
など）。
　裁判例では，朝鮮総聯の事務室等として使
用する不動産（東京高判平成20年４月23日�）
や朝鮮会館（福岡高判平成18年２月２日�，旭
川地判平成18年12月27日�），朝鮮学校の敷地
と建物（長野地判平成20年２月22日�）に係る
減免が争われている。
　これらの裁判例においては，課税の減免の
判断に関する課税権者の裁量権について，２
つのアプローチがあり得るとされている�。
　第一は，「市長が，ある固定資産について，
公益のために無償で直接専用されているか否
か，仮にそれが肯定される場合に減免の必要
性があるか否かを認定することについては，
当該固定資産税の減免という手段によって達
成しようとする行政目的の下において行使さ
れる市長の合理的な裁量に委ねられているも
の」と解し，課税の減免について課税権者の
裁量の余地を広く認める見解である�。
　これに対して，固定資産税の減免事由に関
する課税権者の裁量は，租税法律主義の下で
は自由裁量ではなく，法規裁量の範囲内にあ
ることを指摘し，減免措置の判断を厳格に解
釈する見解がある�。上掲福岡高裁平成18年２
月２日判決は，固定資産税の減免について次
のように判示している。
「地方公共団体が法令又は条例の規定により
課税権を行使した結果，ある人について発
生した納税義務を，当該納税者の有する担
税力の減少その他納税者個人の事情に着目

して，課税権者である地方公共団体自らが
その租税債権の全部又は一部を放棄し，消
滅させることによって解除するものである
と一般に解されている。そうすると，固定
資産税等の減免事由の存否は，当該固定資
産の納税義務者とされている登記簿等に所
有者として登記又は登録されている者につ
いて判断されな

マ マ

ればならないこというまで
もない。」
　同様に，課税の減免の判断は厳格に行うべ
きという意味での租税条例主義の趣旨が及ぶ
とする見解もみられる�。
　このようなアプローチの違いは，減免要件
である「公益のために直接専用する固定資産」
に該当するかどうかの判断に影響を与えてい
る。すなわち，上記第一の見解によれば，減
免申請に対する市長の処分が違法とされるの
は，その裁量権の行使に逸脱又は濫用があっ
たと認められる場合に限られるとして，要件
の判断についても緩やかに解している。これ
に対して第二の立場に立つ判決�は，「『公益の
ために直接専用する固定資産』とは，『公益の
ため』すなわち，不特定多数の者の利益のた
め，『直接』『専用する』固定資産，すなわち，
不特定多数の者の『直接の使用又は利用に専
ら供されている』固定資産を指し，そのよう
な固定資産については，公益性が明白である
から，減免の対象とするという趣旨であり，
たとえば公益性のある団体の所有する固定資
産であっても，それが特定の者によってのみ
使用されているようなものは公益性の有無や

�　裁判所ウェブサイト。評釈として，柴由花「判
批」ジュリスト1387号190頁（2009年）。

�　判タ1233号199頁。
�　裁判所ウェブサイト，TAINS�Z999-8187。
�　判タ1284号189頁。

�　柴・前掲注�191頁。
�　旭川地判平成18年12月27日。
�　福岡高判平成18年２月２日。
�　東京高判平成20年４月23日。
�　東京高判平成20年４月23日。
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程度が明白とはいえないので，これには含ま
ないと解するのが相当である。」と判示してい
る。すなわち，第二のアプローチによる場合，
当該不動産の利用が広く不特定多数の住民に
開かれているかどうかという観点から要件を
解釈し，減免処分に関する課税権者の判断を
厳格にとらえることとされている�。

４　検討

　一般に，固定資産税の課税の根拠は，資産
の保有と市町村の行政サービスとの間に存在
する応益関係に見出される�。これによれば，
非課税や課税の減免という措置が認められる
根拠は，当該固定資産と行政サービスとの間
に応益関係が見出せない，または見出しにく
いということになろう。
　そこで，これまでみてきた裁判例を参照す
ると，法人の活動の公益性（前掲１⑴,⑵），
当該固定資産が何らの制約なく不特定多数の
一般公衆の利用に供されていること，所有者
による私権の行使が制限され，受益の可能性
がないこと（前掲２⑶,⑷），学術研究の遂行
の推進（前掲２⑸）といった内容が，各号所
定の非課税の根拠として挙げられる。また，
有料で借り受けた場合には非課税対象から除
くことができる旨定めていること（前掲２⑹）
も踏まえると，非課税の根拠は，①固定資産
の所有者の活動の性質に着目した政策的措置
と，②当該固定資産に対する所有者による受
益の可能性の欠如という二点を挙げることが
できる。このうち，①の根拠については，固
定資産税の課税の根拠とは無関係であると考
えられるが，②については，当該固定資産が
受ける利益を享受できないことを根拠とする
ものであると考えられ，応益原則との関係性
を見出すことができるだろう。

　また，課税の減免については，固定資産の
所有者自身が当該固定資産に関する利益を享
受できず，むしろ不特定多数の者の利益のた
めに供されるものについて認められると解さ
れることから，応益性が認められないことを
減免の根拠と理解していると位置づけること
ができよう。
　換言すれば，非課税にしても減免にしても，
固定資産の所有者が資産価値の享受を妨げら
れることを課税除外の根拠と位置づけること
ができ，こうした理解は固定資産税の財産税
としての性質と親和的である。しかし，「応
益」の意味を「固定資産からの収益」ととら
え，所有者が固定資産からの収益（の一部）
を奪われることを根拠として課税除外が認め
られると解することも不可能ではない。その
ため，課税除外の根拠は，固定資産税の課税
根拠としての応益原則との結びつきを見出す
ことができたが，固定資産税の性質との関係
は，財産税および収益税のいずれによるべき
かの特定には至らなかった。そこで，この点
については，固定資産の評価をめぐる議論を
参照する必要があると考えられる。

Ⅲ　固定資産の評価をめぐる紛争

１　固定資産税の課税標準たる「価格」

　固定資産税の課税標準は，固定資産の基準
年度に係る賦課期日における価格として固定
資産課税台帳に登録された金額（以下「登録
価格」という。）とされている（地税349条，
349条の２）。この「価格」とは「適正な時価」

�　同旨，福岡高判平成18年２月２日，長野地判平
成20年２月22日等。
�　原田ほか・前掲注⑼209頁。
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とされており（341条５号），客観的な交換価
値，すなわち正常な条件のもとに成立する取
引価格を意味すると解されている。
　この「適正な時価」の算定は，固定資産評
価員の評価に基づいて，市町村長が決定する
ものとされている（410条）。市町村長は，固
定資産評価基準によって固定資産の価格を決
定しなければならないとされているが（403条
１項。この価格を「固定資産税評価額」とい
う。），「固定資産評価基準」（388条１項）と
は，固定資産の評価の基準および評価の実施
方法・手続について総務大臣が定めて告示す
るものである。これは，「全国一律の統一的な
評価基準による評価によって，各市町村全体
の評価の均衡を図り，評価に関与する者の個
人差に基づく評価の不均衡を解消するために，
固定資産の価格は評価基準によって決定され
ることを要するものとする趣旨」�で定められ
たものと解されている。
　こうしたしくみからすれば，固定資産税の
課税標準たる「価格」とは，「適正な時価」で
あり，それは「登録価格」であって，「固定資
産税評価額」でもあることとなる。この３つ
の「価格」は本来的には同一概念のはずであ
り，観念的には一致しうると考えられる。し
かし，建物の場合には基本的にはこの三者の
金額は一致するものの，土地に関しては，か
つての地価の高騰による固定資産税の急増を
緩和するといった政策的配慮から，時価以下

評価�が正当化され，恒常化されてきたという
経緯�から，とりわけ「適正な時価」と「登録
価格」ないし「固定資産税評価額」との格差
が問題とされていた。その後，平成６年の評
価替えに当たって，７割評価通達（平成４年
１月22日付自治事務次官通達「『固定資産評価
基準の取扱いについて』の依命通達の一部改
正について」（自固第３号））によって，宅地
の評価を公示地価の７割程度を目途として行
う，いわゆる７割評価が実施された。その後
のバブル崩壊による地価下落により，「固定資
産税評価額」が「適正な時価」を上回るとい
う問題が生じうることとなった�。
　なお，住宅用地に対する負担軽減特例（一
般住宅用地について課税標準を３分の１とし，
小規模住宅用地について６分の１とする特例。
地税349の３の２）や負担調整措置による課税
標準の修正（地方税法附則）も，「登録価格」
ないし「固定資産税評価額」と課税標準たる
「適正な時価」との乖離を生じさせる要因とな
っている。
　こうした背景を経て，これらの価格の関係
と「適正な時価」の意義が裁判で問われるこ
ととなった。

２�　「適正な時価」の意義および固定資産評価
基準の性質をめぐる裁判例の動向�

⑴　最高裁平成15年６月26日判決�

　まず，最高裁平成15年６月26日判決は，「適

�　最判平成15年６月26日民集57巻６号723頁。
�　石島弘「資産税の時価以下評価による課税と租
税法律主義」租税法研究11号46頁（1983年）。

�　谷口・前掲注⑶191頁以下参照。
�　渋谷雅弘「判批」租税判例百選［第６版］185頁
（2016年）参照。
�　石島弘『課税標準の研究』（2003年）第六章所収

の各論文，同『不動産取得税と固定資産税の研究』
（2008年）第二編所収の各論文，宮本十至子「固定
資産税における適正な時価について　最近の土地
評価をめぐる裁判例から　」税法学563号349頁以
下（2010年）等参照。
�　民集57巻６号723頁。
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正な時価」について次のように判示している。
「土地に対する固定資産税は，土地の資産価
値に着目し，その所有という事実に担税力
を認めて課する一種の財産税であって，
個々の土地の収益性の有無にかかわらず，
その所有者に対して課するものであるから，
上記の適正な時価とは，正常な条件の下に
成立する当該土地の取引価格，すなわち，
客観的な交換価値をいうと解される。した
がって，土地課税台帳等に登録された価格
が賦課期日における当該土地の客観的な交
換価値を上回れば，当該価格の決定は違法
となる。」
　このような判示から，「登録価格」が「客観
的な交換価値」すなわち「適正な時価」を上
回れば，当該「登録価格」は違法となること
とされたものと理解することができる�。
　また，同判決は，地方税法は「適正な時価」
を算定するために技術的かつ細目的な定めを
評価基準に委任したものであって，「賦課期日
における客観的な交換価値を上回る価格を算
定することまでもゆだねたものではない。」と
も述べている。この点について，「登録価格」
が適法であるためには「固定資産税評価額」
を上回らないこと（「登録価格」が「固定資産
税評価額」を上回ると違法となること）を示
したものとする理解がある�が，同判決におい
て明示されてはいなかった。

⑵　最高裁平成25年７月12日判決�

　その後，最高裁平成25年７月12日判決が，
次のように述べてこの点を明らかにしている。
「地方税法は，固定資産税の課税標準に係る
固定資産の評価の基準並びに評価の実施の
方法及び手続を総務大臣･･････の告示に係
る評価基準に委ね（388条１項），市町村長

は，評価基準によって，固定資産の価格を
決定しなければならないと定めている（403
条１項）。これは，全国一律の統一的な評価
基準による評価によって，各市町村全体の
評価の均衡を図り，評価に関与する者の個
人差に基づく評価の不均衡を解消するため
に，固定資産の価格は評価基準によって決
定されることを要するものとする趣旨であ
ると解され（前掲最高裁平成15年６月26日
第一小法廷判決参照）〔る〕･･････。これら
の地方税法の規定及びその趣旨等に鑑みれ
ば，固定資産税の課税においてこのような
全国一律の統一的な評価基準に従って公平
な評価を受ける利益は，適正な時価との多
寡の問題とは別にそれ自体が地方税法上保
護されるべきものということができる。し
たがって，土地の基準年度に係る賦課期日
における登録価格が評価基準によって決定
される価格を上回る場合には，同期日にお
ける当該土地の客観的な交換価値としての
適正な時価を上回るか否かにかかわらず，
その登録価格の決定は違法となるものとい
うべきである。」
　また，同判決は，「登録価格」と「適正な時
価」との関係について，次のように判示して
いる。
「地方税法は固定資産税の課税標準に係る
適正な時価を算定するための技術的かつ細
目的な基準の定めを総務大臣の告示に係る
評価基準に委任したものであること等から
すると，評価対象の土地に適用される評価

�　同判決の評釈として，渋谷・前掲注�185頁，
阪本勝「判解」最高裁判所判例解説民事篇平成15
年度（上）361頁（2006年）等。
�　阪本・前掲注�373頁。
�　民集67巻６号1255頁。
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基準の定める評価方法が適正な時価を算定
する方法として一般的な合理性を有するも
のであり，かつ，当該土地の基準年度に係
る賦課期日における登録価格がその評価方
法に従って決定された価格を上回るもので
ない場合には，その登録価格は，その評価
方法によっては適正な時価を適切に算定す
ることのできない特別の事情の存しない限
り，同期日における当該土地の客観的な交
換価値としての適正な時価を上回るもので
はないと推認するのが相当である（。）」
　これらの判示を前提として，「登録価格」が
違法となる場合として，最高裁は次の２つの
場合を示している。
⒜「登録価格」が「固定資産税評価額」を
上回るとき
⒝�⒜の場合には当たらないが，評価方法が
「適正な時価」を算定する方法として一般的
な合理性を有するものではなく，またはそ
の評価方法によっては「適正な時価」を適
切に算定することのできない特別の事情が
存する場合であって，「登録価格」が「適正
な時価」を上回るとき
　ここで特に重視されているのは，「登録価
格」と「固定資産税評価額」との関係である。
最高裁平成25年判決は，固定資産税の課税に
おいて評価基準に従って公平な評価を受ける
利益は，適正な時価との多寡の問題とは別に
それ自体が地方税法上保護されるべきものと
一歩踏み込んだ判断を示しており�，評価基準
の手続規範としての重要性を指摘したものと
評価される�。
　そもそも，本来であれば，「登録価格」と
「固定資産税評価額」とは一致すべきものであ
り，一致するのが通常であると考えられる。
しかし，両者の金額に差異が生じるのは，「登

録価格」が，固定資産税評価基準およびそれ
に基づく各地方団体における固定資産評価要
領が定める事項を適切に考慮せずに評価を行
った場合であると考えられる。
　そこで，最高裁平成25年判決の事案をみて
みると，差戻控訴審�において，登録価格の決
定において，建ぺい率および容積率の制限が
減価要因として考慮されていないため，「本件
敷地登録価格は，標準宅地の適正な時価の評
定が適切にされたものとはいえ」ないとして，
本件敷地登録価格の決定は違法であるとの結
論を導いている。同事案では，争われた敷地
の所在する団地は，都市計画法11条１項８号
により都市計画に定められる都市施設である
「一団地の住宅施設」であり，当該敷地に関す
る都市計画において定められる建ぺい率が60
％，容積率は200％とされていたものの，実際
には建ぺい率が20％，容積率が80％に制限さ
れていた。差戻前の控訴審�においてはそのよ
うな制限をそのまま考慮することは相当では
ない旨判示していたものの，最高裁は「建ぺ
い率及び容積率の制限に係る評価基準におけ
る考慮の要否や在り方」についても審理判断
をすることが必要として判断を差し戻した。
そして，差戻審は，建ぺい率が３分の１，容
積率は2.5分の１という制限は，土地の有効利
用の限度を制限していることは明らかであり，
土地の取引価格にも一定程度の影響を与える
要因になることは否定できないとして，これ
らの制限を考慮せずに決定された本件登録価

�　吉村典久「判批」ジュリスト1461号９頁（2013
年）。
�　渡辺徹也「判批」租税判例百選［第６版］187頁
（2016年），吉村・前掲注�９頁。
�　東京高判平成26年３月27日判自385号36頁。
�　東京高判平成23年10月20日民集67巻６号1304頁。
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格を違法と判断した。
　このように，同事案は，建ぺい率および容
積率の制限を評価基準がどのように扱うかが
明示されていないケースであったが，当該制
限の影響の大きさを踏まえて，これらを考慮
しない登録価格は，評価基準に定める評価方
法に従って決定される価格を上回ると判断し
ている。
　なお，この判示を最高裁平成15年判決の内
容と合わせ，「登録価格」，「適正な時価」およ
び「固定資産税評価額」の関係を整理すると，
次のようになる�。
　まず，最高裁平成15年判決では，「登録価
格」が「適正な時価」を上回る場合に違法と
述べていることから，「登録価格＞適正な時価
＝違法」という公式となる。なお，この場合
には「固定資産税評価額」については触れて
いない。
　次に，最高裁平成25年判決は上記⒜として，
「登録価格＞固定資産税評価額＝違法」を示し
ている。この場合，同判決は「登録価格」が
「適正な時価」を「上回るか否かにかかわら
ず」と述べているため，次の２つの公式を導
くことができる。
　「登録価格＞適正な時価＞固定資産税評価
額＝違法」
　「適正な時価＞登録価格＞固定資産税評価
額＝違法」
　そして，上記⒝については，「登録価格＞固
定資産税評価額」には当てはまらないものの，
「固定資産税評価額≒適正な時価」という前提
が成り立たない場合で，その評価方法によっ
ては「適正な時価」を適切に算定することが
できない特別の事情があり，「登録価格＞適正
な時価」となれば＝違法としている。そのた
め，次の２つのパターンを示すことができる。

　「固定資産評価額＞登録価格＞適正な時価
＝違法」
　「登録価格＞固定資産評価額＞適正な時価
＝違法」
　そして，これら以外の場合は適法というこ
とになる。これらをまとめると，次のような
公式として整理することができる。

①�　登録価格＞適正な時価＞固定資産税評
価額＝
②�　適正な時価＞登録価格＞固定資産税評
価額＝
③�　固定資産税評価額＞登録価格＞適正な
時価＝
④�　登録価格＞固定資産税評価額＞適正な
時価＝
⑤�　適正な時価≧固定資産税評価額≧登録
価格＝適法
⑥�　固定資産税評価額≧適正な時価≧登録
価格＝適法

　これらの公式に上記の事例の結論を当ては
めると，最高裁平成15年判決は，各標準宅地
の客観的な交換価値と認められる価格に基づ
き，「固定資産税評価額」は，「適正な時価」
を超える違法があると判断されていることか
ら，③または④（「固定資産税評価額」には触
れられていない）に該当して違法と判断され
たものと解することができる。また，最高裁
平成25年判決は，「登録価格」が「固定資産税
評価額」を上回っているため①または④（「適
正な時価」が認定されていない）に該当し，

違法

違法

違法

違法

�　宮本十至子「判批」平成25年度重要判例解説223
頁（2014年）は，①と②のケースを示している（表
現は若干異なる）。
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違法と判断されたものといえるだろう。

⑶　最高裁平成30年７月17日判決�

　次に，評価基準が必ずしても明確ではない
事案について，事実関係を含めて詳しくみて
みよう。最高裁平成30年７月17日判決では，
対象となった固定資産は，A市内に所在する
駐車場として利用されている一団の土地であ
り，その登録価格の算出に当たり，当該道路
に接続している本件街路について補正を行わ
なかったことの是非が争われた。
　同事案を理解する上では，問題となった評
価方法についてみておく必要がある。まず，
評価基準第１章第３節では，主として市街地
的形態を形成する地域における宅地について
は，市街地宅地評価法によって各筆の宅地に
ついて評点数を付設し，これを評点１点当た
りの価額に乗じて各筆の宅地の価額を求める
ものとしている。市街化宅地評価法によれば，
状況が相当に相違する地域ごとに，その主要
な街路に沿接する宅地のうちから標準宅地を
選定し，標準宅地について，売買実例価額か
ら評定する適正な時価を求め，これに基づい
て主要な街路の路線価を付設し，これに比準
して主要な街路以外の街路（その他の街路）
の路線価を付設し，路線価を基礎とし，画地
計算法（評価基準別表第３）を適用して各筆
の宅地の評点数を付設するという評価方法を
定めている。
　A市は，「平成21年度A市固定資産評価要領
（土地編）」（以下「A市評価要領」という。）
を策定しており，それによれば，市街地宅地
評価法における「その他の街路」の路線価に
ついては，地域の地価形成要因を数量化した
「A市土地価格比準表」，「A市細街路等に係る
建築制限等に基づく価格補正率表」，「A市通

路等に係る土地利用規制に基づく価格補正率
表」等を活用して各街路の路線価を付設する
ものとされている。なお，建築基準法43条１
項本文は，建築物の敷地は道路に２ｍ以上接
しなければならないとし，同法42条が道路の
定義を定めている（以下，同条によって定義
される道路を「42条道路」という。）。A市評
価要領では，「細街路等」および「通路等」に
ついて，それぞれ定義を置いている。そして，
上記のA市細街路等補正表および通路等補正
率表は，当該街路の幅員や通り抜けの可否等
に応じ，90％から36％までの補正率を定めて
いる。
　A市長は，ある道が42条道路に該当するか
どうかについての判定依頼があったときは，
これを調査した上で判定（以下，「道路判定」
という。）をし，建築指導課は，道路判定の内
容を道路縦覧図に表示している。A市長は，
平成18年11月８日，本件街路について，建築
基準法42条１項３号所定の道路（以下「３号
道路」という。）に該当する旨の本件道路判定
をした。なお，本件街路が３号道路に該当す
るためには，本件街路が所在する区域につい
て同法第３章の規定が適用されるに至った昭
和25年11月23日時点で，本件街路が幅員４ｍ
以上の道として存在したことが必要である。
　A市長は，本件道路判定を前提として，本
件各土地に係る本件登録価格を決定するため，
市街地宅地評価法により本件各土地の価額を
算出したところ，「その他の街路」である本件
街路の路線価を付設するに当たり，細街路等
補正評価率および通路等補正評価率表所定の
補正率を用いた補正をしなかった。
　本件納税者は，本件街路が昭和25年11月23

�　判タ1454号35頁。
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日時点で道として存在したとしても，その幅
員は４ｍ以上ではなかったから，本件各土地
の価額については，本件街路が３号道路に該
当しないことを前提に算出すべきであり，細
街路等補正評価率および通路等補正評価率表
所定の補正率を用いた補正をせずに行った本
件登録価格の決定は違法である旨を主張した。
　原審である大阪高裁平成28年６月23日判
決�は，昭和25年11月23日時点での本件街路の
幅員がどの程度であったかは明らかではない
ものの，本件道路判定は相応の根拠の下に本
件街路が３号道路に該当する旨の判定をした
ものであって，その結果，建築確認等はこれ
を前提として行われることとなるから，本件
各土地が42条道路に接しないとして建築確認
を受けることができないためにその上に建築
物を建築することができない事態となる可能
性はないとして，本件街路が３号道路に該当
することを前提とする本件登録価格の決定は
適法であると判示している。
　これに対して，最高裁は原判決を破棄し，
差し戻す旨の判断を示した。最高裁はまず，
前掲最高裁平成25年７月12日判決を引用し，
「登録価格」が「固定資産評価額」を上回る場
合には，「適正な時価」を上回るか否かにかか
わらず，その「登録価格」の決定は違法にな
ることを確認している。続けて，建築基準法
上，42条道路に接しない土地は，利用上の制
約を受けるため，42条道路に接している土地
と比べて，一般的に価額が低下すると考えら
れることを前提として，評価基準が，土地の
価額の算出に当たり，当該土地が街路に接し
ているか否か，接している場合には当該街路
が42条道路に該当するか否かについても考慮
すべきこととしていると解している。また，
A市評価要領は，これを受けて，当該街路が

42条道路に該当しない細街路等または通路等
である場合には，その利用上の制約の程度に
応じた補正をすべきことを定めていることを
指摘している。そして，ある道が３号道路に
該当するか否かについて，市町村長等がその
判定をする法令上の根拠がないことから，３
号道路該当性に関する市長の道路判定は，事
実上の確認行為にすぎないとして，行政処分
の性質を否定している。最高裁は，結論とし
て，本件街路が昭和25年11月23日時点で幅員
４ｍ以上の道として存在した事実が客観的に
認められず，本件街路が３号道路に該当する
ということができない場合には，本件道路判
定がされているとしても，本件街路が３号道
路に該当することを前提とする本件登録価格
の決定は，固定資産の評価等に関する法令の
解釈適用を誤った違法があるとして，原判決
を破棄差戻しとする判決を示した（前掲２⑵
の公式の①,�②,�④の可能性あり）。
　本件で問題とされた固定資産の評価につい
て，評価基準は，建築基準法上の接道義務と
の関係について明示していない。最高裁は，
上記のように，①42条道路に接していない土
地は，一般に価値が下がること，②評価基準
が，土地の価額算出に当たり，街路に接して
いるかどうか，その街路が42条道路に該当す
るか否かについて考慮すべきことを挙げて，
本件街路が３号道路に該当するか否かの事実
を認定した上で，本件登録価格の決定をやり
直すことを原審に求めたものと解される�。
　同判決は，評価基準に明示されていない事
項について，同基準の解釈を通じて考慮すべ
き要素を導き出し，「固定資産評価額」すなわ
ち「評価基準の定める方法に従って決定され

�　判自439号47頁。
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た価格」といえるかどうかを判断すべきこと
を示したものと解される。別の角度からみる
と，本件最高裁判決は，前掲最高裁平成25年
７月12日判決を踏襲し，評価基準に強い基準
性を認め�，適法性の判断基準を，適正な時価
から固定資産税評価額に変更したともいえよ
う�。さらに，本件におけるA市評価要領は，
評価基準を具体化するものとして定められて
おり，本件最高裁判決は同要領の内容も含め
て固定資産の評価方法の適正さを判断してい
ることから，評価要領にも一定の法的拘束力
を認めたと評価することができる。

⑷　最高裁平成31年４月９日判決�

　この事案で問題とされた固定資産は，商業
施設の調整池の用に供された各土地である。
訴外Aがショッピングセンター（以下「本件
商業施設」という。）を開設するに当たり，B
県知事に対して，都市計画法に基づく開発行
為の許可申請をした。B県においては，一定
規模以上の開発行為については，洪水調整の
方法として，調整池の設置等の措置を講ずる
ことが義務付けられており，本件商業施設に
係る開発行為はこれに該当したことから，A
は本件商業施設の敷地の東側に位置する本件
土地１と土地２（これらを併せて「本件各土
地」という。）を当時の所有者から借り受け，
本件各土地に洪水調整のための調整池を設け

ることとした。これを受けて，B県知事はA
の申請を許可した。
　本件各土地は，本件商業施設の開設以降，
調整池の用に供されており，本件土地１はそ
の面積の80％以上に常時水が溜まっている。
また，本件土地２は少なくともその面積の大
半は調整池の機能を有する平地であるが，平
時は本件商業施設の従業員の駐車場として使
用されている。
　本件各土地が所在するC市の市長は，本件
各土地の登録価格を決定するに際し，本件各
土地の地目をいずれも「宅地」と認定した上，
市街地宅地評価法に基づく路線価を基礎とし
てそれに各補正率を乗じ，本件土地１につい
ては，常時水が溜まっており利用形態が制限
されること等を考慮し，雑種地における減額
補正に準じた補正率を乗じて評点数を付設し
た。
　本件各土地の所有者であるXは，本件各土
地の現況および利用目的に照らせば，その地
目はいずれも「池沼」と認定されるべきであ
ったと主張して，C市固定資産税評価委員会
に対し，本件各登録価格につき審査の申出を
したが，同委員会は同申出を棄却する決定を
した。Xはこの決定の取消しを求めて争った。
　最高裁は，まず前掲最高裁平成25年７月12
日判決を引用し，「登録価格」が「固定資産評
価額」を上回る場合には，「適正な時価」を上

�　このような最高裁の判断について肯定する見解
として，片山直子「判批」民商法雑誌155巻２号
149頁（2019年）があり，もう少し丁寧な説明が必
要ではないかとするものとして，渡辺徹也「判批」
判例評論731号18頁（判例時報2424号180頁，2020
年）がある。

�　評価基準の法的拘束力については，増井良啓「固
定資産評価基準の法的拘束力について」『固定資産
税の判例に関する調査研究　固定資産税の判例の

分析に関する調査研究　』25頁（資産評価システ
ム研究センター，2003年）参照。�
�　山田二郎「判批」ジュリスト1542号143頁（2020
年）。ただし，同評釈は，地方税法が定める固定資
産税の課税標準は「適正な時価」であるので，登
録価格が適正な時価を上回ることは許されないと
指摘する。
�　判時2423号17頁，判タ1461号12頁。
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回るか否かにかかわらず，その「登録価格」
の決定は違法となることを確認し，判断の枠
組みを示している。
　次に，評価基準は，土地の地目ごとに評価
の方法を定め，これに従って土地の評価をす
べきこととしており，その地目は，「当該土地
の現況及び利用目的に重点を置き，土地全体
としての状況を観察して認定することとして
いる。」と述べている。
　そして，本件各土地が調整池の用に供され
ていることから直ちに，本件各土地が本件商
業施設の敷地を維持し，またはその効用を果
たすために必要な土地であると評価すること
はできないと述べて，次のように結論づけて
いる。
「したがって，本件商業施設に係る開発行為
に伴い本件各土地が調整池の用に供されて
おり，その調整機能を保持することが上記
開発行為の許可条件になっていることを理
由に，本件土地１の面積の80％以上に常時
水がたまっていることなど，本件各土地の
現況等について十分に考慮することなく，
本件各土地は宅地である本件商業施設の敷
地を維持するために必要な土地であるとし
て，前記……のとおり算出された本件各登
録価格が評価基準によって決定される本件
各土地の価格を上回るものではないとした
原審の判断には，固定資産の評価に関する
法令の解釈適用を誤った違法がある。」
　同判決は，「池沼」と認定すべき本件各土地
を「宅地」と認定した「単なる当てはめ違い」
として事例判決として位置づけられるとの指
摘がされている�。ただし，本判決は，本件各
土地が本件商業施設の調整池の用に供される
という利用目的のみに焦点を当て，本件各土
地の現況等を重視しなかったことが直接の破

棄理由であると考えられることから�，本判決
は，本件各登録価格が評価基準に従って評価
が行われたとはいえないと判示したものと理
解することができる（前掲２⑵公式の①,�②,�
④の可能性あり）。

⑸　最高裁令和元年７月16日判決�

　ここまでの事案はすべて土地の評価に関す
るものであったが，同事案では，鉄骨・鉄筋
コンクリート造の建物の登録価格について争
われた。中心的な争点は，登録価格を不服と
して固定資産評価委員会に審査請求の審査の
申出をした審査申出人が，当該申出に対する
審査決定の取消訴訟において，同委員会の審
査の際に主張しなかった事由を主張すること
が許されるかどうかであり，最高裁は初めて
これを認める判断を示した点が注目されてい
る�。
　最高裁はこの点について判断する過程にお
いて，固定資産税の納税者が登録価格に不服
がある場合，固定資産評価審査委員会に審査
の申出をすることができるが，当該審査は，
納税者の権利を保護するととともに，固定資
産税の賦課に係る行政の適正な運営の確保を
図る趣旨に出るものであり，同委員会は，職
権により審査に必要な資料の収集等をするこ
とができるとされていること（地税433条３
項，11項等）を根拠として，「同委員会〔筆者
注：固定資産評価委員会〕による審査の対象
は，登録価格の適否を判断するのに必要な事

�　高橋祐介「判批」ジュリスト1535号11頁（2019
年）。
�　高橋・前掲注�11頁。
�　民集73巻３号211頁。
�　本判決の評釈として，田中啓之「判批」ジュリ
スト1539号10頁（2019年）。
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項全般に及ぶというべきであり，審査決定の
取消訴訟においては，同委員会による価格の
認定の適否が問題となる」と判示している。
このことはすなわち，固定資産評価委員会が
登録価格を決定するに当たり，評価基準に従
っているかどうか，つまり，評価基準に定め
られている事項を適切に考慮しているかどう
かが，登録価格の適法性の判断基準であるこ
とを示しているものと考えられる。したがっ
て，本判決は，前掲最高裁平成25年７月12日
判決を引用していないものの，同判決が示し
た枠組に沿うものであり，前記⑶および⑷の
最高裁判決と同列の系譜に属すると位置づけ
ることができるだろう�。
　また，本判決は，「審査申出人は，固定資産
評価審査委員会による審査の際に主張しなか
った事由であっても，審査決定の取消訴訟に
おいて，その違法性を基礎付ける事由として，
これを主張することが許される」と述べる点
が注目される。そのため，原審が，本件上告
人の主張追加に係る事由によって，本件登録
価格が評価基準により決定される本件建物の
価格を上回ることとならないか否かについて
審理していないとして，原審判決を破棄し差
し戻す判断を示している。この点は，従来か
ら不服申立前置主義（税通115条１項，地税19
条の12）ないし総額主義との関係で見解が分
かれていたが�，本判決が最高裁としての見解
を示したという点で注目に値する。

⑹　東京高裁平成29年11月８日判決�

　この事案では，非木造家屋の登録価格が争
われた。問題となった本件家屋は旅館施設で
あり，山に囲まれた場所に位置しており，近
隣に他の建物は存在せず，車道に接して存在
している。また，公図未整備地区内，A公園
（第一種特別地域）内，土砂災害特別警戒区域
内に所在している。
　本件家屋の所有者であるXが，本件家屋の
登録価格を求めるにあたって，需給事情によ
る減点補正率を適用すべきと主張したところ，
原審である宇都宮地裁平成28年12月21日判
決�は，次のように述べて，Xの主張を認める
解釈を示した。
「〔評価基準第２章第１節二が，家屋の〕需
給事情による減点補正を認めているのは，
再建築価格方式には，評価の方式化も比較
的容易であり個別的な事情による偏差が少
ないという合理性があるものの，需要と供
給の間に乖離があり，そのために再建築価
格方式による家屋の評価が当該家屋の適正
な時価とはいいがたい場合もあることから，
そのような場合に，需給事情による減点補
正をすべきことを定めたものと解される。
　したがって，このような趣旨からすると，
需要と供給の間に乖離がある場合には，需
給事情による減点補正をしなければならな
いのであるから，需給事情による減点補正
率を適用するのは極めて限定的な場合に限

�　２⑶,⑷,⑸の最高裁判決は，いずれも第三小法
廷で示されたものであり，裁判官の構成もほぼ同
じ（林景一，山﨑敏充，戸倉三郎，宮崎裕子の各
裁判官。ただし，岡部喜代子裁判官は⑸判決には
署名をしていない。）である点は興味深い。

�　この点に関する議論については，田中・前掲注
�10頁，無署名・判タ1467号45頁（2020年），無

署名・判自453号43頁（2020年）参照。
�　判自436号10頁。なお，この事案は，2020年２月
15日開催の日本税法学会中部地区研究会の席で，
伊藤雄太会員（中部地区）からご教示を賜った。
ここに御礼を申し上げる。
�　判時2331号23頁。
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られるとまではいえない。」
　この解釈を前提として，事実認定に基づき，
本件家屋の登録価格を求めるにあたって，需
給事情による減点補正率を適用すべき要因が
存在するとして，Xの主張を一部容認する判
断を示した。
　これに対して，控訴審の東京高裁平成29年
11月８日判決は，本件で問題とされる需給事
情による減点補正は，地域的な状況による減
価であり，土地だけでなく建物にも及びうる
と述べた上で，評価基準も，所在地域の状況
により価額が減少すると認められる建物等に
ついて，その減少する価額の範囲において需
給事情による減点補正を認めているとして，
基本的には需給事情による減点補正が認めら
れる場合があるとの見解を示すものの，それ
が認められる場合として，「本件家屋の交換価
値の減少が現在の経営事情や利用方法等に伴
う主観的な事情によるものにとどまらず，本
件建物の需要が減少し，本件建物の交換価値
を低下させることが明らかな客観的な地域的
状況があれば」との留保を付けている。そし
て，本件認定事実を前提とすると，本件家屋
の市場価値の減少を来すような地域的事情と
いうことができず，本件家屋について需給事
情による減点補正率を適用すべき事情は認め
られないとして，Xの主張を退ける判断を示
した�。
　本件は，結論はともかくとして，家屋の評
価において，評価基準が定める需給事情によ
る減点補正率の適用を認めたという点に注目
すべきである。すなわち，ここでも「登録価
格」の適法性の判断において，評価基準が定
める項目を適切に考慮したかどうかが問われ
ているのである。
　なお，第一審判決では，評価基準における

評価にあたって，不動産鑑定基準による評価
を参考にすることは許されると解している。
その理由として，両者とも家屋の価値を求め
る基準であり，かつ，評価基準が定める減点
補正率は，不動産鑑定評価基準で定められて
いる減価要因を補正するためのしくみとして
定められていると解釈しうることが挙げられ
ている。この点，控訴審では，評価基準にお
ける需給事情による減点補正は，本件建物の
交換価値を低下させることが明らかな客観的
地域的状況が存するかどうかを検討すべきで
あるとして，不動産鑑定基準による市場性の
検討は参考にすることは可能であるとしても，
それをそのまま適用することにはならないと
して，否定的な見解を示している。

３　検討

　ここまでみてきた固定資産の価格をめぐる
最近の裁判例では，とりわけ「登録価格」と
「固定資産評価額」との関係が重視されてい
る。すなわち，「登録価格」が評価基準の定め
る評価方法に従って決定されているかどうか
という点が，同価格の適法性を判断するため
の考慮要素として決定的な地位を占めるに至
っている。このような解釈は，評価基準の規
範性を高めるものであるが，その根拠は，前
掲最高裁平成25年７月12日判決が示すとお
り，「全国一律の統一的な評価基準に従って公
平な評価を受ける利益は，……それ自体が地
方税法上保護されるべきもの」という点に求
められよう。また，同判決の上記引用部分の
「……」では，「適正な時価との多寡の問題と

�　その後，本件はX側が上告受理申立てをしたも
のの，上告不受理（最決平成30年５月24日判例集
未登載）となっている。



固定資産税をめぐる紛争

税法学583　305

は別に」と述べられていることに鑑みれば，
裁判例は，「登録価格」の適法性は，評価基準
が定める評価方法に従っているかどうかとい
う手続的な側面から担保されるべきと解して
いるといえる。
　では，このような解釈は，固定資産税の性
質論とどのような関係にあるのだろうか。
　前掲２⑵の最高裁平成25年判決およびその
差戻審では，建ぺい率および容積率の制限が
土地利用に制限を課していることが明らかで
あるにもかかわらず，そのような制限を考慮
せずに決定された登録価格を違法と判断して
いる。また，前掲２⑶の最高裁平成30年７月
17日判決では，「評価基準は，土地の価額の算
出に当たり，接道義務に関する当該土地の利
用上の制約の有無及び程度を反映するため」，
道路に接しているかどうか，どのような道路
に接しているかについて考慮すべきこととし
ていると解している。前掲２⑷の最高裁平成
31年４月９日判決に関しては，評価基準は「宅
地」および「池沼」のいずれの地目において
も，売買実例価額を基礎とする評価方法が定
められていることを前提にした判断であると
いえる。そして，建物の評価が争われた前掲
２⑸の最高裁令和元年７月16日判決では，課
税対象の建物に係る再建築費評点数の算出方
法の基礎とされた主要構造部の鉄筋およびコ
ンクリートの使用量に誤りがあることが争わ
れている。また，前掲２⑹の東京高裁平成29
年11月８日判決でも，需給事情による減点補
正について，評価基準自体が認めていること
を根拠として，一般論としてその適用を認め
ている。
　これらはいずれも課税対象とされる固定資
産の収益というよりも，当該固定資産の資産
価値に着目して登録価格の適法性を判断して

いるといえる。したがって，これら一連の裁
判例では，固定資産税を財産税として位置づ
けているといえるだろう。しかし，固定資産
税の性質論から「適正な時価」や「登録価格」
の適法性を判断するのは適切ではなく，一連
の裁判例もそのような解釈を示しているとみ
るべきではない。固定資産税の性質がどのよ
うなものかということは，評価基準の評価方
法の定め方や「適正な時価」ないし「登録価
格」の適法性の判断のなかで演繹的に示され
るものであって，税の性質を規範として個々
の判断の解釈を行うことは適切ではないとい
えよう。
　また同様に，固定資産税の応益税としての
性質についても，個々の固定資産の評価や価
格の適法性を判断するものとして機能するも
のではないが，行政サービスからの受益を根
拠として課税されるものと解されることから，
資産価値に着目して「適正な時価」や「登録
価格」が算定されることが想定されていると
みることができるだろう。
　したがって，固定資産税の性質論は，固定
資産の評価に対して規範的な意味合いを持つ
ものではないが，評価方法と関連するものと
位置づけることができる。
　ところで，平成29年度改正で，いわゆるタ
ワーマンション（居住用超高層建築物）の評
価について，高層階と低層階とで異なる補正
率を適用する等の措置がとられている（地税
352条２項，地税則15条の３の２第３項）。こ
の改正は，タワーマンションでは高層階の方
が相対的に取引価格は高額であるものの，床
面積が同じであれば低層階と固定資産税の額
が同額であり，税の不均衡が生じていること
を背景とするものであり，低層階と比較して
高層階の税額を相対的に高額にするための補
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正率を適用するというものである。60ｍを超
える超高層建築物においては，低層階と比較
して高層階の方が資産価値は高いという事情
を背景とするこの措置は，固定資産の資産価
値に着目したものとみることができることか
ら，財産税としての性質とは親和的であるが，
応益原則との関係を見出すことは困難といえ
よう。低層階よりも高層階の方がより行政サ
ービスを受けるということにはならないから
である。
　こうした点も踏まえると，固定資産税の性
質論は，具体的な負担配分の基準として直接
的に機能するものではなく，反対に個々の制
度を税の性質と関連付けて理解するための道
具概念と位置づけるべきではないかと考えら
れる。その理由は，現行の固定資産税に関す
る諸規定がさまざまな政策的理由に基づいて
定められており，必ずしも原理的に作用する
ものではないという点に見出されるのではな
いだろうか。
　なお，平成26年に「空家等対策の推進に関
する特別措置法」（法律第127号）が制定され
たことを受け，平成27年度の地方税法改正で，
市町村長による必要な措置をとる勧告（空家
対策推進14条２項）を受けた空き家等に係る
土地は，住宅用地に対して課税標準を３分の
１とする特例の対象から除外されることとさ
れている（地税349条の３の２第１項かっこ書
き）。また，令和２年度税制改正においても，
所有者不明土地等について，現所有者に対す
る申告の制度化や固定資産の使用者を所有者
とみなして課税することができる制度の拡大
が予定されている�。これらの措置は，現代的
な課題に対して政策的に対応するものであり，
やはり固定資産税の性格論とは切り離してみ
るべきといえよう。

Ⅳ　未経過固定資産税等�をめぐる紛争

１　概要

　固定資産税の賦課期日が１月１日とされて
いることから（地税359条），暦年途中で売買
をした際に，固定資産税の未経過分を日割り
計算で清算して売買価格に上乗せし，買主が
負担するという取引慣行が広く行われている。
こうした取引は，私的自治の原則を前提にし
たものであり，取引当事者からすれば未経過
固定資産税等は取引上のコストと感じるのが
一般的であろう。
　そこで，個人の取引において未経過固定資
産税等の取扱いが争われた裁判例を参照し，
それを支払った買主側と受領した売主側の所
得税法上の取扱いについて検討する。

２　裁判例

⑴　買主が支払った金員
　共同住宅棟の貸付業を営むXは，平成19年
から21年までの間，貸付業務用の土地建物を
購入し，その際，①不動産仲介業者に仲介手
数料（本件仲介手数料）を支払い，②土地建
物を購入した年の固定資産税等の税額のうち
日割り計算による未経過分に相当する金額で
購入の際にXが支払うことを合意した清算金
（本件清算金）を支払った。

�　令和２年度税制改正大綱（令和元年12月）７頁，
49〜50頁。
�　通常，固定資産税が課される固定資産には都市
計画税も課されることから，固定資産税と都市計
画税の未経過分の取扱いが問題とされるため，「未
経過固定資産税等

4

」と表現されるのが一般である。
本稿も同様に扱うが，便宜上，固定資産税に限っ
て論じることとする。
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　Xは，平成19年から21年までの所得税につ
いて，本件仲介手数料と本件清算金の全額を，
各年分の不動産所得の金額の計算上，必要経
費の額に算入して，確定申告等を行った。こ
れに対して，所轄税務署長は，本件仲介手数
料および本件清算金の額は，貸付業務用の不
動産の取得価額に含まれ，建物の取得価額に
係る減価償却費となる金額のみが各年分の不
動産所得の金額の計算上，必要経費に算入さ
れるとして，更正処分等を行った。
　Xはこの処分等を争ったが，第一審�は，X
の主張をいずれも退けた。控訴審判決�も第一
審判決をほぼ引用して，Xの主張を棄却して
いる（なお，本件仲介手数料に関する争点は
省略する）。
　第一審判決は，次のように判示している。
「固定資産税は，固定資産の所有の事実に担
税力を認めて課される一種の財産税であり，
･･････各年ごとに，その賦課期日（当該年
度の初日の属する年の１月１日）における
土地又は家屋の所有者を納税義務者として
課されるもの（地方税法343条１項，２項，
359条･･････）であり，当該年度の賦課期
日後に所有者の異動が生じたとしても，新
たに所有者となった者が当該賦課期日を基
準として課される固定資産税等の納税義務
を負担することはない。
　したがって，賦課期日とは異なる日をも
って固定資産の売買契約を締結するに際し，
買主が売主に対し，売主が納税義務を負担
することになる固定資産税等の税額のうち
売買契約による所有権移転後の期間の部分
に相当する金額を支払うことを合意した場
合，この合意に基づく金額の支払は，固定
資産税等に係る買主の納税義務に基づくも
のではないことが明らかである。そして，

この合意は，固定資産の売買契約を締結す
るに際し，売主が１年を単位として納税義
務を負う固定資産税等につき買主がこれを
負担することなく当該固定資産を購入する
という期間があるという状況を調整するた
めに個々的に行われるものであることから
すると，この合意に基づく金額は，実質的
には，当該固定資産の購入の代価の一部を
成すものと解することが相当である。」
　それに続けて，本件清算金のうち，建物に
係る固定資産税等の未経過分に相当する金額
は，実質的には「資産の購入の代価の金額の
一部」であると解されるため，所得税法令の
各規定に従って建物の取得価額に算入し，当
該取得価額に係る減価償却費の額のみを各年
分の不動産所得の必要経費に算入すべきとし
ている。さらに，本件清算金のうち，土地に
係る固定資産税等の未経過分に相当する金額
も，実質的には「資産の購入の代価の金額の
一部」であると解されるから，必要経費には
該当しないと判示している。

⑵　売主が受領した金員
　Xは父から相続するなどして取得した土地
を譲渡し，当該土地の譲渡所得を含め平成20
年分の所得税に係る確定申告をしたところ，
所轄税務署長から，Xが買主から受領した当
該土地に係る固定資産税等の未経過相当分を
譲渡所得に係る総収入金額に算入すべきであ
る等として，更正処分をされた。この処分を
Xが争ったところ，東京地裁平成27年６月30
日判決�は，上記⑴の判決と同様に，土地に係

�　東京地判平成25年10月22日税資263号順号12316。
�　東京高判平成26年４月９日税資264号順号12447。
�　税資265号順号12685。
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る固定資産税等の未経過分に相当する金額は，
実質的には「資産の購入の代価の金額の一部」
であると解するのが相当であると述べて，X
の請求を棄却した�。

３　検討

⑴　買主が支払った金員の取扱い
　まず，固定資産の取引において，買主側が
負担した未経過固定資産税等の取扱いについ
ては，必要経費に算入されるべきとする肯定
説�と，取得価額に含まれるべきとする否定説
がある�。
　肯定説は，当事者間の合意を尊重し，当事
者が明確に別個の契約内容として土地等の代
金の支払いと清算金の支払いとを約した場合
には，それを無視して支払いのすべてを一律
に固定資産の代価と解することは，明確な法
的根拠を欠き，許されるものではないとす
る�。また，最高裁昭和47年１月25日判決�は，
固定資産税は，固定資産の資産価値に着目し
て課せられる物税であるため，当該固定資産
の真実の所有者であることが原則であるため，
形式上，所有者として台帳に登録されている
場合には，真実の所有者に対して不当利得返
還請求をし得ることを判示していることから，
私人間における合理的な調整が認められるべ
きことも理由として挙げられる。
　それに対して，否定説は，上記⑴および⑵
の判決が示したように，固定資産税等の未経
過分を支払ったとしても，実質的には当該資

産の代価の一部を構成するということを論拠
とする。この立場によれば，肯定説をとる場
合の困難性として，支払った固定資産税等相
当額が固定資産税等そのものであるといえな
ければならないが，地方税法上の台帳課税主
義から，賦課期日後の年度の途中で所有者と
なった者は当該年度の固定資産税の納税義務
者ではないことが挙げられる�。これを前提と
すれば，買主が負担する固定資産税等相当額
は固定資産税等そのものの支払いと考えるこ
とは困難となる。
　仮に，支払った未経過固定資産税等を買主
の必要経費に算入するとすれば，「業務の用に
供される資産に係る固定資産税等」（所基通37
－５）として認める方法が考えられる。その
場合には，当該支払いは「固定資産税等」で
なければならない。しかし，買主が支払った
未経過固定資産税等の性質を考えれば，上記
判決が述べるとおり，固定資産税等そのもの
とみることは困難といえよう。
　だが，各種所得の金額（上記２⑴の事例で
いえば，不動産所得）の計算上必要経費に算
入するためには，「総収入金額を得るため直接
に要した費用の額」または「所得を生ずべき
業務について生じた費用」のいずれかの要件
に該当することが必要となる。そうであれば，
当該支払いが「固定資産税等」そのもの，な
いしその性質を有する必要はなく，当該納税
者（買主）の業務遂行上必要な費用であるこ
とを証明することによって必要経費該当性を

�　同判決について，買主側からの観点から検討し，
批判するものとして，寺澤典洋「未経過固定資産
税等相当額の精算と譲渡所得税をめぐる問題につ
いて（上）」税務研究（名古屋税務研究所）24号27
頁（2019年）。

�　田中治「不動産の取得に係る租税公課の必要経

費該当性」税務事例研究172号21頁以下（2019年）。
�　片山直子「判批」新・判例解説Watch17号259頁
（2015年）。
�　田中・前掲注�40頁以下。
�　民集26巻１号１頁。
�　同旨，片山・前掲注�260頁。
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肯定することができるのではないだろうか。
　なお，もし否定説に立つ場合には，当該支
出額が「資産の取得に要した金額」に当たる
と解釈することになるが，取得対価そのもの
というよりも，付随費用に該当するというこ
とになるだろう�。
　上記のように，本稿は買主が支払った未経
過固定資産税等を必要経費に算入することが
可能であるとの立場に立つが，当事者間の売
買により資産価値が移転したため，当該固定
資産に含まれる資産価値を所有する者が未経
過固定資産税等相当額を負担することは，売
主が事前に立替払いした固定資産税について，
資産を引き継いだ買主が負担するという位置
づけが可能となる。これを固定資産税の性質
に照らして考えると，財産の所有の事実に担
税力を見出す財産税の性質と親和的であると
説明することができるだろう。他方，応益原
則や収益税という性質とはこの問題はさほど
関連がないということになる。

⑵　売主が受領した金員の取扱い
　この場合も，上記２⑴と同様に，未経過固
定資産税等が実質的に「資産の売却の代価の
金額の一部」�といえるのであれば，売主が受
領した金員は同人の譲渡所得に係る総収入金
額に算入すべきこととなる。
　譲渡所得とは，「資産の譲渡による所得」（所
税33条１項）をいい，当事者間の合意によっ
て取引価格が決められ，個人間の譲渡の場合

には当該金額が譲渡所得に係る総収入金額に
算入するのが通常である。こうした取扱いに
よれば，未経過固定資産税等の支払を受けた
場合，当該資産の譲渡対価に加え，当該金額
も含めて譲渡所得に係る総収入金額に算入す
ることは妥当ということになる。
　しかし，こうした取扱いは当事者の合意を
前提とするものであり，譲渡資産の客観的価
値とは別に，当事者が合意した金額をもって，
売主側の譲渡収入金額とするのである。その
ため，当事者間の合意によって，譲渡資産の
対価とは別に，未経過固定資産税等の支払と
認識して支払金額を決めた場合には，当事者
間の合意を尊重し，譲渡収入金額と扱うこと
はできないと解すべきである�。
　また，所得税法上，譲渡所得として課税さ
れるかどうかということと，譲渡所得の性質
を有するかどうかということは別問題である。
例えば，連担建築物設計制度に基づく余剰容
積の移転（建基52条）については，永久的に
所有権機能の一部を譲渡して得られた所得は，
所得の性質上，譲渡所得に該当するものの，
現行所得税法上はそのように扱う規定がない
ため不動産所得と扱わざるを得ない（譲渡所
得として課税することはできない）ことにな
る�。すなわち，実質的に「資産の譲渡による
対価」といえる部分が，譲渡所得たる性質を
有するのである�。
　上記のように，取引当事者間で譲渡資産の
対価額とは別に，未経過固定資産税等の支払

�　同旨，寺澤・前掲注�37頁。付随費用の意義に
ついては，拙稿「譲渡所得課税における取得費お
よび付随費用ならびに譲渡費用」立命館法学352号
１頁以下（2014年）参照。

�　寺澤・前掲注�32頁は，上掲東京地裁平成27年
６月30日判決が，売主が受領した金員について「資

産の購入
4 4

の代価の金額の一部」と表現することを
問題視する。ここでは，売主側の視点で「売却

4 4

の
代価」と表記することとする。
�　田中・前掲注�46頁参照。
�　拙稿「譲渡所得課税における『資産の譲渡』」税
法学561号（2009年）17頁以下。
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いを区別する場合，前者は譲渡所得の性質を
有するが，後者は譲渡所得の性質を有すると
はいえない。このように理解すれば，未経過
固定資産税等が実質的に「資産の売却の代価
の金額の一部」といえるかどうかによって，
当該金額が譲渡所得としての扱いを受けるか
どうか�が決定されることになる。
　なお，売主が受領する金員の取扱いに関し
ては，所得分類に関する問題であるため，固
定資産税の性質は関係がないというべきであ
る。

Ⅴ　おわりに

　以上の検討内容を踏まえて，次のような点
を指摘することができる。
　まず，固定資産税は応益原則に立脚する税
であると理解されるが，非課税や課税の減免
は，所有する固定資産に関する受益を独占的
に享受できず，むしろ一般公衆ないし不特定
多数者の利用に専ら供することを根拠とする
ものであることから，これらの点において応
益原則が反映されているとみることができる。
ただし，非課税の場合には，応益原則とはさ
ほど関係のない政策的な措置も含まれるため，
この点は区別して考える必要がある。
　また，固定資産の評価および「適正な時価」
の意義をめぐっては，昨今，裁判例が蓄積さ
れており，「登録価格」が違法と判断される場
合が定式化されている。そのなかでも特に，
「登録価格」が「評価基準に従って決定された
価格」といえるかどうかが適法性判断におい
て重視されており，さらに評価基準に明示さ
れていない考慮要素であっても，評価基準の
解釈によって導き出せるものであれば，それ
を考慮して価格を算出しているかどうかが問
われることとされている。

　こうした評価基準の規範性を強めるような
解釈は，同基準が一種の委任立法であり，法
規性が認められるものの�，租税法律主義の観
点からすれば，明示されていない要素に基づ
いて評価され，それに基づいて課税されるこ
とは問題があるように思われる。もっとも，
固定資産税は賦課課税の税であることから，
納税義務者たる所有者は争訟の場でこの点を
争えばよいこととなる。むしろ，課税主体た
る市町村の側は，評価基準およびそれに基づ
いて各地方団体が定めている評価要領等の評
価基準に従って，評価を行い，それに基づい
て賦課処分をする責務を負っている。さまざ
まな政策的措置や負担軽減措置が含まれる詳
細な評価基準を基礎として，さらに明示され
ていないものの合理的な解釈によって導き出
される要素を適切に考慮して「登録価格」を
算出しなければ，当該価格は違法と判断され
るという構造は，課税主体たる市町村にとっ
ては酷ともいえよう。その当否はともかく，
本稿で検討した裁判例もさることながら，登
録価格についての審査申出や審査決定の取消
訴訟を提起しなくても，国家賠償訴訟が認め
られることを明らかにした最高裁平成22年６
月３日判決�以降，固定資産税をめぐる争いが
市町村側の「連戦連敗」といった状況�は，こ
うした構造に基因するものと考えられる。こ

�　譲渡所得の対価性について，拙稿「譲渡所得に
おける対価概念　高額譲渡の事例を参考に」『現代
税法と納税者の権利　三木義一先生古稀記念論文
集』23頁以下（法律文化社，2020年）。
�　そうでない場合には，一時所得ないし雑所得に
分類されるであろう。
�　金子・前掲注⑶772頁，谷口・前掲注⑶198頁。
�　民集64巻４号1010頁。
�　例えば，大阪地判平成29年12月19日裁判所ウェ
ブサイト等。



固定資産税をめぐる紛争

税法学583　311

のような状況を改善するためには，評価基準
の簡素化が考えられるが，「適正な時価」の算
出という要請との関係を踏まえて検討すべき
であろう。
　また，未経過固定資産税等の取扱いについ
ては，当事者間で譲渡の対価と明確に区別し
ている場合には，買主が支払った金員を必要

経費に計上すること，および売主が受領した
金員を譲渡所得以外の総収入金額に計上する
ことは，所得税法の解釈上，可能であると解
される。また，固定資産税の財産税という性
質から考えた場合，買主が支払った金員の必
要経費該当性を基礎付ける論拠になりうると
考えられる。


